
化学物質による健康障害防止対策について 
 

現在、職場で幅広く取扱われている化学物質は、約６万物質以上ともいわれています。 
労働安全衛生法に基づく新規化学物質の届出も、年間 1,100 件程あり、化学物質の種類は増加

の一途をたどっています。これらのうち、特に危険または健康障害を生じるおそれの高い 100
余りの化学物質については、有機溶剤中毒予防規則等の「特別規制」に基づき、個別に具体的な
措置が規定され、事業者に管理が義務づけられています。 
しかし、化学物質に起因する労働災害は、毎年 500 人程発生しており、その中には、危険な化

学物質の容器等にラベル表示がなく、危険有害性情報の伝達および活用が不十分であったため、
労働者の不安全な取り扱いを誘発したと思われる災害や、リスクアセスメントが未実施、または
不適切であるため、十分な健康障害防止措置が講じられていなかった事案が多く認められます。 
 
特別規制（厚生労働省令）には次のものがあります 
有機溶剤中毒予防規則  ・・・・・・・・・昭和 47 年 9 月 30 日労働省令第 36 号 
特定化学物質障害予防規則 ・・・・・・・・昭和 47 年 9 月 30 日労働省令第 39 号 
鉛中毒予防規則        ・・・・・・・・・昭和 47 年 9 月 30 日労働省令第 123 号 
四アルキル鉛中毒予防規則 ・・・・・・・・昭和 47 年 9 月 30 日労働省令第 38 号 
石綿障害予防規則     ・・・・・・・・・平成 17 年 2 月 24 日厚生労働省令第 21 号 
 

これらの規則では、物質の有害性、取扱い状況等に応じて密閉設備、局所排気装置等の発散抑
制措置等の発生源対策や作業環境測定の実施、作業主任者の選任、保護具の使用、健康診断の実
施、有害性の表示等、必要な措置を定めており、適切な管理が必要です。 
厚生労働省では、人体に対する有害性が未確定なものであっても、健康障害を生ずるおそれが

あれば、未然にこれを防止する観点から適切な対策の実施が可能となるよう、必要に応じ健康障
害を防止するための指針等を示しています。また、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある
化学物質については、リスク評価を実施して必要な規制を定めています。 
このリスク評価を行うにあたり、事業場において労働者が有害物にさらされる（ばく露）状況

を把握するため、法令に基づく「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

化学物質管理の法規制について 

法；労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）
則；労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）

約６万
物質

重度の健康障害が生ずる

もの、十分な防止対策なし

重篤な健康障害が
生ずるおそれ、

特にリスクの高い業務あり

PCB等

一定の危険・有害な物質
（産衛学会・ACGIHで

許容濃度の勧告あり等）

危険有害性が確認されていない化学物質

新規化学物質の届出

オルト－トルイジン
（H28.6.1施行）

三酸化ニアンチモン
（H29.6.1施行）

ラベル表示（則第24条の14）
ＳＤＳ交付（則第24条の5）
リスクアセスメント実施（法第28条の2）
一般的健康障害防止措置 （法第22条）
（有害原因の除去、ガス等の発散の抑制、保護具の

備付け等）

ラベル表示 （法第57条）

SDS交付 （法第57条の２）

リスクアセスメント実施
（法第57条の３）

特別規則 120物質
（物質の特性に応じ、局排等の工学的対策、
保護具の使用、健康診断、作業環境測定
等の措置を事業者に義務付け）

製造許可 （法第56条） ７物質

義務

製造禁止 （法第55条） ８物質

努力
義務

H29.3.1
から

663
物質

安衛法
施行令
別表第9

石綿等
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１ 容器等への表示（ラベル）義務対象物の範囲について 

ア 表示・交付・リスクアセスメント義務対象物の範囲 
 

労働安全衛生法施行令別表第９及び別表第３第 1号に掲げる 

通知対象物（H29.3.1 から 663 物質）について、次の①～③

までの対策を講じることを義務付けています。 

①譲渡又は提供する際の容器又は包装へのラベル表示 

②安全データシート（SDS）の交付 

③化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの実施 

 

 

 

 
 

イ 表示事項から「成分」を削除 
 
安衛法第 57 条第 1項に基づく表示事項は、次の①～⑧のとおりですが、「成分」の表示が

削除されました。理由はラベルに表示するべき事項が増え、視認性が低下すること、国連勧

告のＧＨＳ等において、全ての成分表示することになっていないこと等です。 

①名称、②人体に及ぼす作用、③貯蔵又は取り扱い上の注意、④譲渡提供者の氏名（法人の

名称）、⑤住所及び電話番号、⑥注意喚起語、⑦安定性及び反応性、⑧標章 

※ 「成分」は、表示しても差し支えないという趣旨です 

ウ 表示の適用除外 
 
安衛法第 57 条第 1項に基づく容器・包装への表示が「適用除外」となるもの。 

１ 主として一般消費者の生活の用に供するためのもの。具体的には 

① 医薬品、医薬部外品、化粧品、農薬 

② 取扱いの過程で固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品 

③ 密封された状態で取り扱われる製品 

④ 一般消費者のもとに提供される段階の食品（ただし、エタノールが含まれた酒類などを、譲

渡・提供元で希釈するなど、ばく露するおそれがあれば適用除外にはなりません）  

２ 純金属については、粉状以外(塊、板、棒、線など)の場合 

３ 混合物質については、運搬中及び貯蔵中で固体以外の状態にならず、かつ、粉状になら

ない物(鋼材、ワイヤ、プラスチックのペレットなど)のうち、以下の物に該当しないもの 

① 危険物（安衛法施行令別表第１に掲げるもの） 

② 可燃性の物など爆発または火災の原因となるおそれのある物 

③ 皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの（例えば酸化カルシウム、水酸化ナトリウムなどを含

有する製剤） 

なお、固形物の適用除外は「表示義務」のみで、ＳＤＳの交付はこれまでどおり必要です。 

エ 裾切り値の設定および見直し 
 
今回の改正により、新たに表示対象物質となった物質の「裾切り値」（当該物質の含有量

がその値未満の場合、表示の対象としない）を、「既存の表示対象物」および「通知対象物」

に係る「裾切り値」についても一部見直しました。 

２ リスクアセスメントの実施の義務づけ（詳細は 31～36 ページ参照） 

一定の危険有害性のある化学物質（ＳＤＳ交付義務対象の６６３物質）については、業種

や事業場規模に関わらず、全ての事業場に対し、リスクアセスメントが義務づけられました。 

※ リスクアセスメントとは、危険性や有害性を特定し、労働者への危険または健康障害を生

じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討し、その対策を講じることです。 
 

 
化学物質などについて、リスクアセスメントなどの対象となる業務を洗い出した上で、ＳＤＳに

記載されているＧＨＳ分類などに即して危険性または有害性を特定します。 
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55 56 57 59 3 7
12の

2
第４
章

24 27 37 38
38の

2
38の

3
38の

4
第５章
の2 42 53

1 黄りんマッチ ○ ○

2 ベンジジン及びその塩 ○ ○ ○ 3ケ月 ○ ○ 5

3 四‐アミノジフェニル及びその塩 ○ ○ ○ 5

4 石綿 ○ ○ ○ 注6

5 四‐ニトロジフェニル及びその塩 ○ ○ ○ 5

6 ビス（クロロメチル）エーテル ○ ○ ○ 3ケ月 ○ ○ 5

7 ベータ・ナフチルアミン及びその塩 ○ ○ ○ 3ケ月 ○ ○ 5

8 ベンゼンゴムのり ○ ○

1 ジクロルベンジジン及びその塩 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 制 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

2 アルファ・ナフチルアミン及びその塩 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 制 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

3 塩素化ビフェニル（PCB） ○ ○ ○ ○ ○ 0.01mg ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 0.01mg/m
3 ○ ○ ○ ○ ○ 5 ○

4 オルト-トリジン及びその塩 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 制 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

5 ジアニシジン及びその塩 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 制 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

6 ベリリウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注4 ○ 0.001mg ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.001mg/m
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○※ ○ 30 ○ ○

7 ベンゾトリクロイド ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３年 ○ 0.05cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.05ppm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

1 アクリルアミド ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 0.3mg ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 0.1mg/m
3 ○ ○ ○ ○ 5 ○

2 アクリロニトリル ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 2cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 2ppm ○ ○ ○ ○ 5 ○

3 アルキル水銀化合物 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 0.01mg ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 0.01mg/m
3 ○ ○ ○ ○ 5 ○

3の2 インジウム化合物 ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 制 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

エチルベンゼン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○有 ○ 30 ○ 30 20ppm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○
同上1%以下、有機溶剤との合計5%超 ○ ○ ○ ○ ○有 有○ 3 有○ 3 20ppm 有○ 5 ○

4 エチレンイミン ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 0.05cm
３ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.05ppm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

5 エチレンオキシド ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 1.8mg又は1cm３ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 1ppm ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注７ 5 ○ ○

6 塩化ビニル ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4年 ○ △ △ ○ ○  ○ 2cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 2ppm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

7 塩素 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 0.5cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 0.5ppm ○ ○ ○ ○ 5 ○

8 オーラミン ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 制 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

8の2 オルト－トルイジン ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 1ppm ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 1ppm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

9 オルトｰフタロジニトリル ○ ○ ○ ○ ○  ○ 0.01mg ○ ○ ○ ○ ○ 3 0.01mg/m
3 ○ ○ ○ ○ 5 ○

10 カドミウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 0.05mg ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 0.05mg/m
3 ○ ○ ○ ○ 5 ○

11 クロム酸及びその塩 ○ ○ ○ ○ ○ 4年 ○ ○  ○ 0.05mg ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.05mg/m
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

クロロホルム ○ ○ ○ ○ ○有 ○ 30 ○ 30 3ppm ○ ○ ○ 30 ○ ○
同上1%以下、有機溶剤との合計5%超 ○ ○ ○ 有○ 有○ 3 有○ 3 3ppm 有○ 5 ○

12 クロロメチルメチルエーテル ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 制 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

13 五酸化バナジウム ○ ○ ○ ○ ○  ○ 0.03mg ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 0.03mg/m
3 ○ ○ ○ ○ 5 ○

13の2 コバルト及びその無機化合物 ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 0.02mg ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.02mg/m
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

14 コールタール ○ ○ ○ ○ ○ 5年 ○ ○  ○ 0.2mg ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.2mg/m
3
可溶

成分として
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

15 酸化プロピレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 2cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 2ppm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

15の2 三酸化ニアンチモン ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 0.1mg/m3 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.1mg/m3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

16 シアン化カリウム ○ ○ ○ ○ ○  ○ 3mg ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 3mg/m
3 ○ ○ ○ ○ 5 ○

17 シアン化水素 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 3cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 3ppm ○ ○ ○ ○ ○ 5 ○

18 シアン化ナトリウム ○ ○ ○ ○ ○  ○ 3mg ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 3mg/m
3 ○ ○ ○ ○ 5 ○

特定化学物質障害予防規則の物質ごとの規制早見表（その1）
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区分　第1類物質：がん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高いもの。
　　　　第2類物質：がん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質に該当しないもの。（ｵｰﾗﾐﾝ等：尿路系器官にがん等の腫瘍を発生するおそれのある物質。　特定第2類物質：特に漏洩に留意すべき物質。特別有機溶剤等：有機則との関連があるもの。　管理第2類物質：それ以外の物質。）
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55 56 57 59 3 7
12の

2
第４
章

24 27 37 38
38の

2
38の

3
38の

4
第５章
の2 42 53

四塩化炭素 ○ ○ ○ ○ ○有 ○ 30 ○ 30 5ppm ○ ○ ○ 30 ○ ○
同上1%以下、有機溶剤との合計5%超 ○ ○ ○ ○有 有○ 3 有○ 3 5ppm 有○ 5 ○
１，４－ジオキサン ○ ○ ○ ○ ○有 ○ 30 ○ 30 10ppm ○ ○ ○ 30 ○ ○
同上1%以下、有機溶剤との合計5%超 ○ ○ ○ ○有 有○ 3 有○ 3 10ppm 有○ 5 ○
1,2-ジクロロエタン ○ ○ ○ ○ ○有 ○ 30 ○ 30 10ppm ○ ○ ○ 30 ○ ○
同上1%以下、有機溶剤との合計5%超 ○ ○ ○ ○有 有○ 3 有○ 3 10ppm 有○ 5 ○

19 3・3'‐ジクロロ‐4・4'-ジアミノジフェニルメタン ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.005mg/m
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

1,2-ジクロロプロパン ○ ○ ○ ○ ○ 2年 ○ ○ ○有 ○ 30 ○ 30 1ppm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○
同上1%以下、有機溶剤との合計5%超 ○ ○ ○ ○有 有○ 3 有○ 3 1ppm 有○ 5 ○
ジクロロメタン ○ ○ ○ ○ ○有 ○ 30 ○ 30 50ppm ○ ○ ○ ○△ 30 ○ ○
同上1%以下、有機溶剤との合計5%超 ○ ○ ○ ○有 有○ 3 有○ 3 50ppm 有○ 5 ○

19の4 ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト（DDVP） ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 0.1mg ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.1mg/m3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○
19の5 1・1‐ジメチルヒドラジン ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 0.01cm

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.01ppm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

20 臭化メチル ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 1cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 1ppm ○ ○ ○ ○ ○ 5 ○

21 重クロム酸及びその塩 ○ ○ ○ ○ ○ 4年 ○ ○  ○ 0.05mg ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.05mg/m
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

22 水銀及びその無機化合物 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 0.025mg ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 0.025mg/m
3 ○ ○ ○ ○ 5 ○

スチレン ○ ○ ○ ○ ○有 ○ 30 ○ 30 20ppm ○ ○ ○ 30 ○ ○
同上1%以下、有機溶剤との合計5%超 ○ ○ ○ ○有 有○ 3 有○ 3 20ppm 有○ 5 ○
１，1，２，２－テトラクロロエタン ○ ○ ○ ○ ○有 ○ 30 ○ 30 1ppm ○ ○ ○ 30 ○ ○
同上1%以下、有機溶剤との合計5%超 ○ ○ ○ ○有 有○ 3 有○ 3 1ppm 有○ 5 ○
テトラクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○有 ○ 30 ○ 30 25ppm ○ ○ ○ 30 ○ ○
同上1%以下、有機溶剤との合計5%超 ○ ○ ○ ○有 有○ 3 有○ 3 25ppm 有○ 5 ○
トリクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○有 ○ 30 ○ 30 10ppm ○ ○ ○ 30 ○ ○
同上1%以下、有機溶剤との合計5%超 ○ ○ ○ ○有 有○ 3 有○ 3 10ppm 有○ 5 ○

23 トリレンジイソシアネート ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 0.005cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 0.005ppm ○ ○ ○ ○ 5 ○

23の2 ナフタレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 10㎤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 10ppm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○
23の3 ニッケル化合物 ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 0.1mg ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.1mg/m

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

24 ニッケルカルボニル ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○
0.007mg又は

0.001cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.001ppm ○ ○ ○ ○ ○ ○※ ○ 30 ○ ○

25 ニトログリコール ○ ○ ○ ○  ○ 0.05cm
3 ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 0.05ppm ○ ○ ○ ○ ○ 5 ○

26 パラｰジメチルアミノアゾベンゼン ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

27 パラｰニトロクロルベンゼン ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 0.6mg ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 0.6mg/m
3 ○ ○ ○ ○ 5 ○

27の2 砒素及びその化合物 ○ ○ ○ ○ ○ 5年 ○ ○  ○ 0.003mg ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.003mg/m
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

28 弗化水素 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 0.5cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 0.5ppm ○ ○ ○ ○ 5 ○

29 ベータ‐プロピオラクトン ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 制 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.5ppm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

30 ベンゼン ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 1cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 1ppm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

31 ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム塩 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 0.5mg ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 0.5mg/m
3 ○ ○ ○ ○ 5 ○

31の2 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 0.1cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.1ppm ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注７ 5 ○ ○

32 マゼンタ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 制 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

33 マンガン及びその化合物 ○ ○ ○ ○  ○ 0.2mg ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 0.2mg/m
3 ○ ○ ○ ○ 5 ○

メチルイソブチルケトン ○ ○ ○ ○ ○有 ○ 30 ○ 30 20ppm ○ ○ ○ 30 ○ ○
同上1%以下、有機溶剤との合計5%超 ○ ○ ○ ○有 有○ 3 有○ 3 20ppm 有○ 5 ○

34 沃化メチル ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 2cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 2ppm ○ ○ ○ ○ 5 ○

34の2 リフラクトリーセラミックファイバー ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 0.3本/㎤ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ 30 0.3f/㎤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○

35 硫化水素 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 1cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 1ppm ○ ○ ○ ○ 5 ○

36 硫酸ジメチル ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○  ○ 0.1cm
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ 3 0.1ppm ○ ○ ○ ○ 5 ○

1 アンモニア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

特定化学物質障害予防規則の物質ごとの規制早見表（その2）
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○
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○
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有機則の準用

○
有機則の準用
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有機則の準用

○
有機則の準用
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2 一酸化炭素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 塩化水素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 硝酸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 二酸化硫黄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 フェノール ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 ホスゲン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 硫酸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アクロレイン ○ ○

硫化ナトリウム ○ ○ ○

1・3‐ブタジエン ○ ○ ♦ ♦ ♦ 制 ♦ ♦ ♦ ♦

1・4‐ジクロロ‐2‐ブテン ○ ○ ♦ ♦ ♦ 0.005cm
3 ♦ ♦ ♦ ♦

硫酸ジエチル ○ ♦ ♦ ♦ 制 ♦ ♦ ♦ ♦

1・3‐プロパンスルトン ○ ○ ♦ ♦ 一部♦ ♦ ♦ ♦ ♦

本表及び下記注では特定化学物質予防規則→特化則、有機溶剤中毒予防規則→有機則と略記しています。

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、1・4-ジオキサン、1・2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、スチレン、1・1・2・2-テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソプチルケトン、コバルト及びその無機化合物、酸化プロピレン、
1・2-ジクロロプロパン、ジメチル-2・2-ジクロロビニルホスフェイト、ナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバー、三酸化二アンチモンは、作業の種類によって適用除外の規定がある。

特定化学物質障害予防規則の物質ごとの規制早見表（その3）

ジクロロメタンの配転後の健康診断（○△）は有機溶剤業務のうち洗浄・払拭業務に限る。
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「健康管理手帳」の「要件」の欄中の数値は、健康管理手帳の交付要件としての当該業務の従事期間を示す。

「作業環境測定」及び「健康診断」の「記録の保存」の欄中の数字は、保存年数を示す。

両肺野にベリリウムによる慢性の結節性陰影があること。

定期健康診断の○印は6月以内ごとに1回行う。ただし注６は1年以内ごとに1回胸部エックス線直接撮影による検査を行うこと。
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注 1

「局排の性能」の欄中、数値は「厚生労働大臣が定める値」（空気1ｍ
3
当たりに占める重量、容積）を示し、「制」とあるのは「厚生労働大臣が定める値」で、ガス状の物質は制御風速0.5m/sec、粒子状の物質は1.0m/secである。（リフラクトリーセラミックファ

イバーは除く）

作業主任者の選任にある「○有」は有機溶剤作業主任者技能講習修了者から選任する必要があることの意味です。

作業環境測定、作業環境測定の結果の評価、健康診断の欄にある「有○」は有機則の準用規定によることを示している。

特別有機溶剤等について、単品の含有量が1%を超えるもので、有機溶剤とあわせて５％を超えるものは、「作業環境測定」、「作業環境測定の結果の評価」、「管理濃度」について、下段の有機則準用の規定による措置もあわせて適用があります。ただし、
有機溶剤のみで５％を超えるものは、特化則と有機則の両方が適用となる。

特別有機溶剤等又は、有機溶剤の含有量が５％を超えるものは、特別有機溶剤を含む混合有機溶剤について測定評価（管理区分決定）を行います。

①両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること（これについては、石綿を製造し、又は取り扱う業務以外のの周辺業務の場合も含む。）②石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の貼り付け、
補修、除去の作業、石綿等の吹き付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物の解体、破砕等の作業に1年以上従事した経験を有し、かつ初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経験していること。③石綿等を取り扱う作業（②
の作業を除く）に10年以上従事した経験を有していること、等のいずれかに該当すること。

のエチレンオキシド、ホルムアルデヒドについては、特化則健康診断はないが、安衛則第45条に基づき一般定期健康診断を6月以内ごとに1回行う必要がある。

♦は該当条文と同様の内容を特別規定（特化則第38条17～第38条の19）で定めていることを示す。

△：特定化学物質障害予防規則第４条では、該当物質を製造する設備は密閉式の構造とし、労働者に取り扱わせる場合は遠隔室での遠隔操作としなければならないとなっているが、製造する該当物質を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業におい
て前述の措置が困難で、該当物質が労働者の身体に直接接触しない方法により行う場合に限っての措置。

2
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有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、様々な職場で、溶剤として塗装、

洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されています。 

有機溶剤は常温では液体ですが、一般に揮発性が高いため、蒸気となって作業者の呼吸を通じて体内に

吸収されやすく、また、油脂に溶ける性質があることから皮膚からも吸収されます。 

 
 
有機溶剤中毒予防規則（有機則）の対象となる有機溶剤は次ページの44種類です。 

有機溶剤等とは、有機溶剤または有機溶剤含有物（有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶

剤の含有率が５％（重量パーセント）を超えるもの）をいいます。 

 

 

 

イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、

攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務 
 
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、

香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれら

のものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、

攪拌又は加熱の業務 
 
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務 
 
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務 
 
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の

業務 
 
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務 
 
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務 
 
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄（ヲに掲げる業務に該当する洗浄

の業務を除く。）又は払しょくの業務 
 
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務（ヲに掲げる業務に該

当する塗装の業務を除く。） 
 
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務 
 
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務 
 
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク（有機溶剤の蒸気の発散

するおそれがないものを除く。以下同じ。）の内部における業務 
 
 

 
 
 
  
 

● 屋内作業場 

● 船舶の内部 

● 車両の内部 

● タンク等の内部 

  地下室の内部その他通風

が不十分な屋内作業場 

  船倉の内部その他通風が

不十分な船舶の内部 

  保冷貨車の内部その他通

風が不十分な車両の内部 

  タンクの内部 

  ピットの内部 

  坑の内部 

  ずい道の内部 

  暗きょ又はマンホールの

内部 

  箱桁の内部 

  ダクトの内部 

  水管の内部 

  そのほか通風が不十分な

場所（航空機、コンテナー、

蒸気管、煙道、ダム、船体

ブロックの各内部等） 

 
 

有機溶剤とは 

規制の対象となる有機溶剤

 

有機溶剤業務とは 屋内作業場等とは 
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物 質 名 CAS№ 沸点
参考

IARC

がん

原性

指針

1,2-ジクロルエチレン（別名二塩化アセチレン）  540-59-0 60℃

二硫化炭素 75-15-0  46℃

アセトン 67-64-1 56℃

イソブチルアルコール 78-83-1 108℃

イソプロピルアルコール 67-63-0  83℃ 3

イソペンチルアルコール（別名イソアミルアルコール） 123-51-3  132℃

エチルエーテル 60-29-7 35℃

エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ） 110-80-5 135℃

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙｱｾﾃｰﾄ（別名セロソルブアセテート）  111-15-9  156℃

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉ-ﾉﾙﾏﾙ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ（別名ブチルセロソルブ）  111-76-2  171℃ 3

エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ）  109-86-4 125℃

オルト-ジクロルベンゼン 95-50-1 180℃ 3

キシレン 1330-20-7  138℃ 3

クレゾール 1319-77-3 191℃

クロルベンゼン 108-90-7 132℃

酢酸イソブチル 110-19-0 118℃

酢酸イソプロピル 108-21-4  89℃

酢酸イソペンチル（別名酢酸イソアミル） 123-92-2 142℃

酢酸エチル 141-78-6 77℃

酢酸ノルマル-ブチル 123-86-4  126℃

酢酸ノルマル-プロピル 109-60-4  102℃

酢酸ノルマル-ペンチル（別名酢酸ノルマル-アミル） 628-63-7  149℃

酢酸メチル 79-20-9 57℃

シクロヘキサノール 108-93-0 161℃

シクロヘキサノン 108-94-1  156℃ 3

N,N-ジメチルホルムアミド 68-12-2 153℃ 3 ○

テトラヒドロフラン 109-99-9  66℃

1,1,1-トリクロルエタン 71-55-6 74℃ 3 ○

トルエン 108-88-3  111℃ 3

ノルマルヘキサン 110-54-3 69℃

1-ブタノール 71-36-3  117℃

2-ブタノール 78-92-2 100℃

メタノール 67-56-1  65℃

メチルエチルケトン 78-93-3 80℃

メチルシクロヘキサノール 25639-42-3 174℃

メチルシクロヘキサノン 1331-22-2 163℃

メチル-ノルマル-ブチルケトン 591-78-6  126℃

ガソリン 8006-61-9 38～204℃  2B

コールタールナフサ（ｿﾙﾍﾞﾝﾄﾅﾌｻを含む。） 65996-79-4  120～200℃

石油エーテル 8032-32-4 35～60℃

石油ナフサ - 30～170℃

石油ベンジン 8032-32-4 50～90℃

テレビン油 - 149℃

ミネラルスピリット（ﾐﾈﾗﾙｼﾝﾅｰ、ﾍﾟﾄﾛﾘｳﾑｽﾋﾟﾘｯﾄ、ﾎﾜｲﾄｽﾋﾟﾘｯﾄ及び

ﾐﾈﾗﾙﾀｰﾍﾟﾝを含む。）
64742-47-8  130～200℃

　　　　　　　　　　有　機　溶　剤　の　種　類　と　区　分
有機溶剤中毒予防規則の対象となる有機溶剤は下記の44種類です

第

一

種

第

二

種

有

機

溶

剤

第

三

種

有

機

溶

剤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有機溶剤を一定*2 以上含有する製剤その他の物を他の事業者へ譲渡、 
提供 する場合は、安全データシート(SDS)の交付等により右の事項の通知 
が必要です。 

注）主として一般消費者の生活の用に供するためのものは除外 
 
 
 

 
 
 
 

注：左記有機溶剤が5%を
超えて含有されている
物質も該当します。有
機溶剤かどうかわから
ない場合は、その製品
に添付されるSDS（安
全データシート）等に
より確認することが必
要です。 

注：IARC（国際がん研究
機関）の発がん性分類
１：ヒトに対して発が
ん性がある。2A：ヒト
に対しておそらく発が
ん性がある。2B：ヒト
に対する発がん性が疑
われる。３ ：ヒトに対
する発がん性が分類で
きない。 

注：物質名中、「クロル」
は「クロロ」と表記さ
れることもあります。 

譲渡提供するとき 

有機溶剤を一定*1以上含有す
る製剤その他の物を容器・包装
に入れて他の事業者へ譲渡、
提供する場合は、容器・包装に
下の事項の表示が必要です。 
注）主として一般消費者の生活
の用に供するためのものは除外 
 
①名称、②成分、③人体に
及ぼす影響、④貯蔵または
取扱い上の注意、⑤表示者
の氏名、住所、電話番号、
⑥注意喚起語、⑦安定性及
び反応性、⑧標章 

*1 ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃ
ﾙ、ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙ
ｱｾﾃｰﾄ、ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉ-ﾉﾙﾏ
ﾙ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ、ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓ
ﾉﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ、ｷｼﾚﾝ、N,N-ｼﾞﾒﾁ
ﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、二硫化炭
素、ﾒﾀﾉｰﾙについては、0.3％以
上、その他の有機溶剤について
は、1％以上 

容器・包装への表示 

①名称、②成分及びその含有量、③
物理的及び化学的性質、④人体に及
ぼす作用、⑤貯蔵又は取扱い上の注
意、⑥流出その他の事故が発生した
場合において講ずべき応急の措置、
⑦通知者の名称、住所、電話番号、
⑧危険性又は有害性の要約、⑨安定
性及び反応性、⑩適用される法令、
⑪その他参考となる事項 

*2 ｵﾙﾄ-ｼﾞｸﾛﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｸﾚｿﾞｰﾙ、酢酸ｲｿﾌﾞﾁﾙ、酢酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ、酢酸ｴﾁﾙ、
酢酸ﾉﾙﾏﾙ-ﾌﾞﾁﾙ、酢酸ﾉﾙﾏﾙ-ﾌﾟﾛﾋﾟﾙ、酢酸ﾒﾁﾙ、ﾃﾄﾗﾋﾄﾞﾛﾌﾗﾝ、ﾒﾁﾙｴﾁﾙｹ
ﾄﾝ、ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｻﾉｰﾙ、ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｻﾝﾉﾝ、ﾒﾁﾙ-ﾉﾙﾏﾙ-ﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ、ｺｰﾙﾀｰﾙ
ﾅﾌｻ、石油ｴｰﾃﾙ、石油ﾅﾌｻ、石油ﾍﾞﾝｼﾞﾝ、ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄについては、1%以
上その他の有機溶剤については、0.1％以上 

文 書 の 交 付 等 

※ 平成28年6月1日から通知対象物質については、すべて表示が必要となりました 
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屋内作業場等において、有機溶剤業務を行うときは、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した

者のうちから作業主任者を選任し、次の事項を行わせることが必要です。 

注）試験研究の業務を除く 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有機則適用外であっても、作業の内容、使用する溶剤の有害性の程度に応じて、換気装置の設置、保護

具の使用など労働者の健康障害を予防するための措置を講じるよう努めましょう。 

 

 

 (局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けなくてもよい例外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○作業主任者の職務 
① 作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 
② 局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を１月以内ごとに点検すること。 
③ 保護具の使用状況を監視すること。 
④ タンク内作業における措置が講じられていることを確認すること。 

作業主任者の選任 

有機溶剤蒸気の発散減対策 

有機溶剤の発散減対策を確認してみましょう 

屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、その作業場所に有機溶剤の蒸気の
発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置等を設けなければなりません。 

＊局所排気装置等の設置、移転、変更については、事前
に労働基準監督署長への届出が必要です。 

＊局所排気装置は1年以内ごとに1回の定期自主検査と、
１月以内ごとに1回の点検が必要です。 

局所排気装置など設置の例外 

発散防止抑制措置の 
性能要件化 

（作業場の有機溶剤濃
度が第一管理区分相当） 

臨時に行う業務 

短時間業務 
※繰り返し作業は除く 

 
発散面が広く設置困難 

(壁･床･天井について行う業務) 
 

発散面が広く設置困難 

署長の許可を受けた
発散防止抑制措置の

実施 
署長の許可 

署長の許可 

 
 

全体換気装置の設置  
＆  

呼吸用保護具 
（マスク）の着用 

※タンク等の内部での  
  短時間作業では送気 
マスクに限る 
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物質名
管理濃度

ｐｐｍ
物質名

管理濃度
ｐｐｍ

物質名
管理濃度

ｐｐｍ

アセトン 500 酢酸イソブチル 150 テトラヒドロフラン 50

イソブチルアルコール 50 酢酸イソプロピル 100  1,1,1-トリクロルエタン 200

イソプロピルアルコール 200 酢酸イソペンチル（別名酢酸アミル） 50 トルエン 20

ｲｿﾍﾟﾝﾁﾙｱﾙｺｰﾙ（別名ｲｿｱﾐﾙｱﾙｺｰﾙ 100 酢酸エチル 200 二硫化炭素 1

エチルエーテル 400 酢酸ノルマル-ブチル 150  ノルマルヘキサン 40

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙ（別名ｾﾛｿﾙﾌﾞ） 5 酢酸ノルマル-プロピル 200 1-ブタノール 25

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙｱｾﾃｰﾄ（別名ｾﾛｿ

ﾙﾌﾞｱｾﾃｰﾄ）
5

酢酸ノルマル-ペンチル（別名酢酸ノルマル-

アミル）
50   2-ブタノール 100

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉ-ﾉﾙﾏﾙ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ（別名ﾌﾞﾁ

ﾙｾﾛｿﾙﾌﾞ）
25 酢酸メチル 200 メタノール 200

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ（別名ﾒﾁﾙｾﾛｿﾙ

ﾌﾞ）
0.1 シクロヘキサノール 25 メチルエチルケトン 200

オルト-ジクロルベンゼン 25  シクロヘキサノン 20 メチルシクロヘキサノール 50

キシレン 50
1,2-ジクロルエチレン（別名二塩化アセチレ

ン）
150 メチルシクロヘキサノン 50

クレゾール 5 N,N-ジメチルホルムアミド 10 メチル-ノルマル-ブチルケトン 5

クロルベンゼン 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
第1種有機溶剤および第2種有機溶剤に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場では、作業環境測定とその評
価、結果に応じた適切な改善を行うことが必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

臨時に行う有機溶剤業務、短時間の有機溶剤業務、発散面の広い有機溶剤業務等を行う場合で、局所排気
装置等を置かない場合、送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクを使用させなければなりません（タンク
等の内部での短時間の業務、有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部での業務については、送気マス
クに限ります。）。 
なお、有機ガス用防毒マスクは有効時間に注意が必要です。 

呼吸用保護具 

作業環境測定 

○ ６月以内ごとに１回、定期に、作業環境測定士（国家資格）による作業環境測定を実施 
○ 結果について作業環境評価基準（告示）に基づいて評価を行い、第3管理区分の場合には、直ちに改善

のための措置を講じること。第2管理区分の場合も改善に努める必要があります。 
○ 測定の記録および評価の記録を3年間保存 
注：作業環境測定士が事業場内にいないときは、登録を受けた作業環境測定機関に測定を委託する必要が

あります。 

掲 示 

以下の事項を作業中でも容易にわかるよう見やすい場所に
掲示する。 

・作業主任者の氏名・職務の掲示(労働安全衛生規則第18条） 
・有機溶剤が人体に及ぼす作用等の掲示（有機則第24条） 
・取り扱う有機溶剤等の区分の表示（有機則第25条） 
（第1種：赤、第2種：黄、第3種：青） 

貯蔵及び空容器の処理 

貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼ
れ、漏えいし、または発散するおそれの
ない栓等をした堅固な容器を用い、施錠
できる換気の良い場所に保管しなけれ
ばなりません。 

空容器は、当該容器を密閉するか、ま
たは当該容器を屋外の一定の場所に集
積しなければなりません。 
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消費する有機溶剤等の区分

1
15
2
5
3
2

備考

Ｗ＝有機溶剤等の許容消費量（単位グラム）
Ａ＝作業場の気積（床面から4mを超える高さにある空間を除く。単位㎥）。
ただし、気積が150㎥を超える場合は、150㎥とする。

第 １ 種 有 機 溶 剤

第 ２ 種 有 機 溶 剤

第 ３ 種 有 機 溶 剤

有機溶剤等の許容消費量

Ｗ＝

Ｗ＝

Ｗ＝

×Ａ

×Ａ

×Ａ

尿中の代
謝物

肝機能 貧血 眼底

○

○

○

○ ○

○

検 査 項 目

有 機 溶 剤 の 種 類

エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチ

ル、エーテルアセテート、エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエー

テル、エチレングリコールモノメチルエーテル

オルト-ジクロルベンゼン、クレゾール、クロルベンゼン、1,2-ジクロルエ

チレン

キシレン、1,1,1-トリクロルエタン、トルエン、ノルマルヘキサン

N,N-ジメチルホルムアミド

二硫化炭素

キシレン

1,1,1-トリクロルエタン

有機溶剤の種類

尿中メチル馬尿酸

尿中トリクロル酢酸又は総三塩化物

尿中馬尿酸

尿中N-メチルホルムアミド

トルエン

検査内容

ノルマルヘキサン 尿中2,5-ヘキサンジオン

※尿中の代謝物の量の検査：右表参照

※肝機能検査：GOT、GPT、γ-GTP

※貧血検査：血色素量、赤血球数

N,N-ジメチルホルムアミド

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【必須項目】 

①業務の経歴の調査 
②有機溶剤による健康障害の既往歴の調査 
有機溶剤による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査 
尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に係る既往の検査結果の調査 
有機溶剤による④⑤及び⑦～⑩に掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査 

③有機溶剤による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査 
④尿中の蛋白の有無の検査 
⑤下の表の区分に応じ、右欄に掲げる項目 

【医師が必要と認める場合に行う項目】 

⑥作業条件の調査 
⑦貧血検査（下の表の貧⾎検査対象の物質についての貧⾎検査は、⾎⾊素量及び⾚⾎球数以外のヘマトクリット値、網

状⾚⾎球数の検査等を⾏い、それ以外の物質は⾎⾊素量及び⾚⾎球数の検査を含む貧⾎に関する検査を⾏う。） 
⑧肝機能検査（下の表の肝機能検査対象の物質についての肝機能検査は、GOT、GPT、γ-GTP以外の⾎清の総蛋白、ビ

リルビン、アルカリフォスファターゼ、乳酸脱⽔素酵素等の検査を⾏い、それ以外の物質はGOT、GPT、γ-GTPの検
査を含む肝機能に関する検査を⾏う。） 

⑨腎機能検査（尿中の蛋白の有無の検査を除く） 
⑩神経内科学的検査（筋⼒検査、運動機能検査、腱反射の検査、感覚検査等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

適用除外認定 

消費する有機溶剤等の量が少量で、許容消費量を超えないときは、所轄労働基準監督署長の適用除外認定
を受けることができます。 
この認定を受けていない場合には、たとえ消費量が少量であっても、作業環境測定や健康診断等の実施が必要です。 

○屋内作業場等（タンク等の内部以外の
場所） 
作業時間一時間に消費する有機溶剤等
の量が、常態として許容消費量を超えな
いとき。 

○タンク等の内部 
一日に消費する有機溶剤等の量が、許容
消費量を常に超えないとき。 

有機溶剤健康診断 

有機溶剤業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、又は当該業務への配置替えの際及びその後６月
以内ごとに１回、定期に、次の項目について健康診断を実施 

＊第３種有機溶剤等にあっては、タンク等の内部における業務に限る 

有機溶剤による自覚症状及び他覚症状 

 
1、頭重 2、頭痛 3、めまい 4、悪心 

5、嘔吐 6、食欲不振 7、腹痛  

8、体重減少 9、心悸亢進 10、不眠  

11、不安 12、焦燥感  

13、集中力の低下 14、振戦  

15、上気道又は眼の刺激症状 

16、皮膚又は粘膜の異常 

17、四肢末端部の疼痛 18、知覚異常 

19、握力減退 20、膝蓋腱・アキレス腱

反射異常 21、視力低下 22、その他 
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条文
第１種

有機溶剤
第２種

有機溶剤

57条 ○ ○

57条の2 ○ ○

88条 ○ ○

密 閉 装 置

局 所 排 気 装 置

ﾌ ﾟ ｯ ｼ ｭ ﾌ ﾟ ﾙ 型

換 気 装 置

密 閉 装 置 ○

局 所 排 気 装 置 ○

ﾌ ﾟ ｯ ｼ ｭ ﾌ ﾟ ﾙ 型

換 気 装 置

吹き付け以外○

吹付け×

14条～17条 ○ ○

18条 ○ ○

19条 ○ ○

20条～21条 ○ ○

22条～23条 ○ ○

24条 ○ ○

25条 ○ ○

26条 ○ ○

27条 ○ ○

実 施 ○ ○

結 果 の 評 価 ○ ○

評価に基づく措置 △ △

29条～30条の3 ○ ○

32条～33条 △ △

33条の2、34条 ○ ○

35条、36条 ○ ○

○： 義務の対象となるもの

△： 特定の場合において、義務の対象となるもの

労

働

安

全

衛

生

法

規制内容

第1種、第2種有機
溶剤に係る設備

有機溶剤中毒予防規則の適用早見表
第3種

有機溶剤

×

○

○

５条

表 示

文 書 の 交 付

計 画 の 届 出

○
（いずれか）

○
（いずれか）

－

○

○

○

全 体 換 気

第3種有機溶剤に係
る設備（タンク等
の内部）

局 所 排 気 装 置 等 の 性 能 要 件

局所排気装置等の稼働時の要件

作 業 主 任 者 の 選 任

（

い
ず
れ
か
）

－ － ○

定 期 自 主 検 査

点 検 、 補 修

掲 示

区 分 の 表 示

タ ン ク 内 作 業

事 故 の 場 合 の 退 避 等

作業環境の測定

健 康 診 断 の 実 施

送気マスク又は有機ガス用防毒
マ ス ク の 使 用

○

保 護 具 の 数 等

貯 蔵 と 空 容 器

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則

（
有
機
則

）

６条

28条～
28条の3

○

○

○

○

×

×

×

△

△

○

○

○

    
 
 
 
 
 
 

                                                

動物実験で発がん性が確認された化学物質の中には、有機溶剤として使用されているものもありま
す。（「有機溶剤の種類と区分」の表で、がん原性指針欄に○印のある２物質が対象となります。）
国では、そうした化学物質について予防的な観点から指針を発出し、事業者が適切な管理を行うよ
う要請しています。（労働安全衛生法第28条第3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質
による健康障害防止指針） 
 

上記２物質で有機則が適用される業務については、有機則の措置に加えて当該指針で示されてい
る措置のうち「労働衛生教育」及び「労働者の把握」（作業記録の作成と作業記録の３０年間の保
存）を行ってください。 

                                                                              
 

○ 労働者が有機溶剤に著しく汚染され、または多量に吸入した時は速やかに医師による診察または処置を受けさせる 

○ 健康診断の結果（個人票）を5年間保存 

○ 健康診断の結果を労働者に通知 

○ 有機溶剤等健康診断結果報告書（様式第３号の２）を所轄労働基準監督署に提出 

がん原性指針について 
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石綿障害予防規則の改正について（平成 26 年 6 月 1 日施行） 

石綿による健康障害防止対策は、労働安全衛生法に基づく石
綿障害予防規則（平成１７年厚生労働省令第２１号）等により、
様々な措置が義務付けられています。石綿等が使用されている
建築物の老朽化による解体等の工事は、今後も増加することが
予想され（平成４０年がピークと推定されている。）、現在の技
術的知見等も踏まえ、一層の石綿ばく露防止対策等の充実が求
められています。 

厚生労働省では、このような状況を踏まえ、吹き付け石綿の
除去についての措置、石綿を含む保温材や耐火被覆材などの取
り扱いに関する規定を強化するため、石綿障害予防規則を改正
し、平成２６年６月１日から施行しました。 

 

「石綿障害予防規則」（石綿則） 主な改正ポイント 

■ 吹き付けられた石綿の除去などについての措置 

集じん・排気装置（第６条関係） 

 

 

 
漏洩の監視には、スモークテスターに加え、粉じん相対濃度計（いわゆるデジタル粉じん計）、

又は繊維状粒子自動測定機（いわゆるリアルタイムモニター）を使用することが望ましい。 

■ 作業場所の前室（第６条関係） 

 

 

 

 
■ 石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材の措置 

保温材、耐火被覆材、断熱材（第１０条など） 

 

 

 

■ 封じ込め、囲い込み作業では、次の措置が必要になります 

措置内容 
参照条文 

［石綿則、労働安全衛生規則（安衛則）］ 
・発注者による工事請負人への石綿使用状況な
どの情報提供の努力 

・注文者による法令遵守のための配慮 

石綿則第８条、第９条 
※発注者とは、注文者のうち作業を行う仕事を
他者から請け負わずに注文している者 

・事前調査 石綿則第３条 

・特別教育 石綿則第 27 条、安衛則第 36 条 

・作業計画 石綿則第４条 

・作業の届出 
石綿則第５条 
※粉じんの著しい発散のおそれがある場合 

・隔離装置 
・ろ過集じん方式集じん・排気装置 
・負圧の保持 
・前室の設置 

石綿則第６条 
※切断を伴う作業で粉じんの著しい発散のおそれ
がある場合 

・立入禁止措置・その表示 
・特定元方事業者から関係請負人への通知・作
業時間帯などの調整など 

石綿則第７条 
※切断を伴わない囲い込み作業で粉じんの著し
い発散のおそれがある場合 

・湿潤化 石綿則第 13 条 

・呼吸用保護具・作業衣または保護衣の使用 石綿則第 14 条 

作業開始後、速やかに、装置の排気口からの石綿漏えいの有無を点検する必要があります。 
異常があれば、作業を中止し、装置の補修やその他の措置を直ちに取る必要があります。 

前室を設置する際には、洗身室と更衣室を併設する必要があります。 
作業開始前に、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の使用によって、前室が負圧に保たれているかど
うかを点検する必要があります。 
異常があれば、直ちに、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の増設やその他の措置を取る必要があります。 

事業者は、労働者が常時就業する建築物などの天井などの石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材が、
損傷や劣化などで石綿粉じんを発散するおそれがある場合は、石綿の除去、封じ込めや囲い込みの措
置が必要です。 

38



石綿の除去などの作業についての規制の体系 

この表は、建築物などの解体などの作業時に、石綿則がどのように適用されるかを示したものです。

作業を行う際の参考にしてください。 

 

・●印の呼吸用保護具については、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上のものに限ります。 

・すべての除去作業、封じ込め・囲い込み作業について、発じんを防ぎ有効なばく露防止措置をとると

ともに、廃材は関係法令に基づき適切に分別・廃棄する必要があります。 

 （関係法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律） 
 

建築物に吹き付けられた石綿や石綿を含む保温材などの管理 

■事業者は、その労働者を就業させる建築物などに吹き付けられた石綿や

石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材が、損傷や劣化などにより粉じ

んを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、

その石綿の除去、封じ込め、囲い込みの措置を取らなければなりません。 

■事務所または工場として使用される建築物の貸与者は、その建築物の貸

与を受けた２以上の事業者が共用する廊下の壁などに吹き付けられた石

綿や石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材が、損傷や劣化などにより

粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるとき

は、上記と同様の措置を取らなければなりません。 

■臨時に就業させる建築物などの壁などに吹き付けられた石綿や石綿を含む保温材、耐火被覆材、

断熱材が、損傷や劣化などによりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそ

れがあるときは、呼吸用保護具・保護衣または作業衣を使用させなければなりません。 

 
吹き付け石綿 

保温材、耐火被覆材、断熱材 
（著しい粉じん発散のおそれがある場合） 

その他 
材料 

耐火建築
物・準耐
火建築物
における
除去 

その他 
除去 

封じ込め・ 
囲い込み 
（切断など
を伴う） 

囲い込み 
（切断など
を伴わない） 

除去 
（切断など
を伴う） 

除去 
（切断など
を伴わない） 

封じ込め・
囲い込み 
（切断など
を伴う） 

囲い込み 
（切断など
を伴わない） 

除去 

注文者の配慮 
（第９条関係） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

事前調査 
（第３条関係） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

作業計画 
（第４条関係） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

14 日前届出 
（安衛則第90条関係） ○         

事前届出 
（第５条関係）  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

特別教育 
（第 27 条関係） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

作業主任者の選任 
（第 19 条関係） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

保護具の着用 
（第 14 条関係） ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

湿潤化 
（第 13 条関係） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

隔離の措置 
（第６条関係） ○ ○ ○  ○  ○   

作業者以外立入禁止 
（第７条関係）    ○  ○  ○  

関係者以外立入禁止 
（第 15 条関係） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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粉じん障害の防止対策について 

じん肺とは 

鉱物、金属、研磨材、炭素原料、アーク溶接のヒューム等の粉じんのうち、微細な粉じんは肺の奥深く肺胞
まで入り込み、そこに沈着します。これらの粉じんを吸い続けると、肺内では、繊維増殖が起こり、肺が固くなっ

て呼吸が困難になります。これが「じん肺」です。じん肺にな
ると、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎等の病気に
かかりやすくなり、また、かかった場合は治りにくくなるとい

われています。 
じん肺の初期にはほとんど自覚症状がありませんが、進

んでくると息切れが起こり、せきやたんが出たりします。さら

に進むと息切れがひどくなり、歩いただけでも息が苦しく、
動悸がして仕事もできなくなります。今日吸い込んだ粉じん
で明日すぐに発病するということではなく、長期間吸入し続

けると、その後の粉じん作業を離れてしまっても、数年ある
いは１０数年を経てじん肺が発症することがあります。 

 

粉じん障害の防止に係る法規制について 

このような粉じんによる障害を防止する対策としては、まず、粉じんへのばく露を低減する粉じん発散源対
策や防じんマスクの着用等の作業環境管理及び作業管理を行うと共に、粉じん作業従事労働者に対する健康

管理、労働衛生教育を行うことが重要であり、それらの対策は、それぞれ粉じん障害防止規則及びじん肺法に
規定されています。 

また、国は昭和５６年以降７次にわたって粉じん障害防止総合対策を進め、平成２５年度からは第８次粉じ

ん障害防止総合対策を展開しているところです。 
新たにじん肺の所見がみられた労働者の数は、粉じん障害防止規則が全面施行された昭和５６年と比べ、

大幅に減少し、近年、全国では２００人台で推移しており、平成２３年においては初めて２００人を下回り（１７４

人）、粉じん障害の防止対策の効果はあがっております。 
 

じん肺法によるじん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定について 

じん肺法では、じん肺にかかるおそれがあると認められる一定の作業を「粉じん作業」と定義（粉じん障害防
止規則に同じ。）し、常時粉じん作業に従事する労働者に対するじん肺健康診断の実施、及び当該じん肺健康

診断でじん肺の所見のあった者に対するじん肺管理区分の決定により、じん肺の症状の悪化を防止するため
の措置のほか、じん肺管理区分が４の者及び合併症にかかっている者については療養を要すること等が定め
られています。 

 （合併症とは「じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係があるとみと
められる疾病」を言います。） 

 

じん肺健康診断の実施時期等 

じん肺健康診断は、就業時、定期、定期外、離職時について行うこととされています。 

１ 就業時健康診断 

新たに常時粉じん作業に従事することになったとき。ただし、次の者を除く。 

(1) 当該就業日前に粉じん作業従事歴がない者 
(2) 当該就業日前１年以内にじん肺健康診断を受けてじん肺管理区分が管理１、管理２又は管理３イで

ある者 
(3) 当該就業日前６月以内にじん肺健康診断を受けてじん肺管理区分が管理３ロである者 
 

 ２ 定期健康診断 

粉じん作業従事との関係 じん肺管理区分 頻  度  

常時粉じん作業に従事している者 
管 理１ ３年以内ごとに１回 

管 理２、管 理３ １年以内ごとに１回 

過去に常時粉じん作業に従事したことがあり、現に非粉

じん作業に従事している者 

管 理２ ３年以内ごとに１回 

管 理３ １年以内ごとに１回 
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３ 定期外健康診断 
(1) 常時粉じん作業に従事する労働者（じん肺管理区分が管理２、管理３又は管理４と決定された者を

除く。）が安衛法第６６条第１項又は第２項の健康診断において、じん肺の所見があり、又はじん肺
にかかっている疑いがあると診断されたとき。 

(2)  合併症により１年を超えて療養のため休業した労働者が、医師により療養のための休業を要しなく
なったと診断されたとき。 

(3) 合併症により１年を超えて療養した労働者が、医師により療養を要しなくなったと診断されたとき。 
(4)  常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事している

もののうち、じん肺管理区分が管理２である労働者が安衛則第４４条又は第４５条の健康診断（胸部
エックス線検査及び喀痰検査に限る。）において肺がんにかかっている疑いがないと診断されたとき
以外 

４ 離職時健康診断 
離職の日まで１年を超えて使用していた労働者が当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたと

き。ただし、直前にじん肺健康診断を受けた日から離職までの期間が下表の期間に満たないときは、この
限りではありません。 

粉じん作業従事との関係 じん肺管理区分 
直前のじん肺健康診断から 

離職までの期間 

常時粉じん作業に従事している者 
管理１ １年６月以上 

管理２、管理３ ６月以上 

過去に常時粉じん作業に従事したことがあり、現に非粉じ

ん作業に従事している者 
管理２、管理３ ６月以上 

 

じん肺管理区分決定等 

じん肺健康診断の結果「じん肺の所見あり」とされた者については、都道府県労働局長あてエックス線写

真等を提出し、じん肺管理区分の決定を受ける必要があります。また、常時粉じん作業に従事する労働者
であった者は、いつでも、じん肺健康診断を受けて、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県
労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

粉じん作業従事労働者 

所見 

じん肺健康診断 

随時のじん肺健康診断 

じん肺管理区分決定申請 

（随時申請） 

エックス線写真等の提出 管理１ 

あり なし 

事業者 

労働者 

随時申請者 

通知 通知 

決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項を通知 

【じん肺管理区分の決定の流れ】 

 

診断又は審査 

（地方じん肺診査医） 

 

管理区分決定 

（都道府県労働局長） 

管理 1、管理 2、管理 3 ｲ、管理 3 ﾛ、管理 4 

都道府県労働局長 

41



健康管理のための措置 

 じん肺健康診断を行った結果、管理区分が２以上の者については、就業上の措置が定められています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

じん肺健康診断と管理区分の関係について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理１ 

管理２ 

管理３イ 

管理３ロ 

管理４ 

管理２又は

管理３で合

併症り患 

［じん肺管理区分］ ［措置］ 

就業上の特別な措置なし 

粉じんばく露の低減措置 

作業転換の努力義務 

（転換手当 30 日分） 

作業転換の義務 

（転換手当 60 日分） 

療養 

勧奨 

指示 

作業転換の勧奨及

び指示は、じん肺法

第 21 条により都道

府県労働局長が行

う。 

じん肺 法 上 の合 併 症  

 

(1) 肺 結 核 、 (2) 結 核

性 胸 膜 炎 、(3)続 発 性

気 管 支 炎 、(4)続 発 性

気 管 支 拡 張 症 、(5)続

発 性 気 胸 、(6)原 発 性

肺 がん  

粉じん作業従事労働者 

粉じん作業歴調査 

胸部エックス線撮影検査 

胸部臨床検査 

じん肺所見（＋）（疑） じん肺所見（－） 

合併症り患（－） 合併症り患（＋）（疑） 

結核精密検査等 

治療不要 要治療 

管理１ 

肺機能検査 

じん肺管理区分 

管理１ 管理２ 管理３ 管理４ 
要療養 

検査の指標や基準値等の見直し 

（平成 22 年 7 月～） 

42



エックス線写真の像             じん肺管理区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （じん肺健康診断結果等の様式も一部変更され、平成２２年７月１日から施行されています） 

○肺機能検査の判定基準の見直し 
肺機能検査の判定基準等については、以下のとおりとなります。 
・閉塞性換気障害の指標として、「1秒率」に加え「%1 秒量」を追加 
・%肺活量、%１秒量について、2001 年日本呼吸器学会の予測式を用いて判定 
・動脈血ガスの指標として、「酸素分圧」を追加 

○健康診断結果等の様式の変更 
肺機能検査の判定基準の見直しに伴い、「%1 秒量」が追加され、「V25/身長」が削除されました。また健康
管理に役立てるため、「喫煙歴」が追加されました。 

○肺機能検査結果の確認 
じん肺管理区分決定の申請にあたって、著しい肺機能障害が疑われる場合、肺機能検査の結果の写し等の
提出をお願いすることになりました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じん肺法に基づくじん肺健康診断で実施されている肺機能検査の判定基準等が見直されました 

・第１型   両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が 

少数あり、かつ、じん肺による大陰影がない 

と認められるもの 

・管理１   じん肺所見がないと認められるもの 

・第２型   両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が 

多数あり、かつ、じん肺による大陰影がない 

と認められるもの 

・第３型   両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が 

極めて多数あり､かつ､じん肺による大陰影が 

ないと認められるもの 

・第４型   じん肺による大陰影があると認められるもの 

・管理２   エックス線写真の像が第１型で 

        じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの 

・管理３イ  エックス線写真の像が第２型で 

        じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの 

・管理３ロ  エックス線写真の像が第３型又は第４型（大陰影の大きさが 

        一側の肺野の３分の１以下のものに限る。）で 

        じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの 

・管理４   １．エックス線写真の像が第４型（大陰影の大きさが 

一側の肺野の３分の１を超えるものに限る。）と認められるもの 

２．エックス線写真の像が第１型､第２型､第３型又は第４型 

（大陰影の大きさが一側の肺野の３分の１以下のものに限る。）で 

じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの 

著しい肺機能障害あり 

※肺機能検査の結果及び２次検査の実施の判定にあたっては、エックス線写真像、過去

の検査結果、他の所見等をふまえて医師の総合的評価による判定を必ず行うこと。 

%肺活量<80% 
または、 

1 秒率<70% かつ  
%1 秒量<80% 

または、 
呼吸困難度Ⅲ度以上 

著しい肺機能障害なし 

NO 

YES 

NO 

NO 

YES 

※ 

YES ※ 

PaO２が 60 Torr 以下 
または、 

AaDO２が限界値を超える 

２次検査 
動脈血ガス測定 

%肺活量<60% 
または、 

1 秒率<70% かつ  
%1 秒量<50% 

１次検査 
スパイロメトリー、 

フローボリューム曲線 

□%肺活量（%VC） 
2001 年日本呼吸器学会の予測式による正常予測値

を用いて判定を行います。（※） 
（予測式） 
男性：0.045×身長（cm）－0.023×年齢－2.258（L） 
女性：0.032×身長（cm）－0.018×年齢－1.178（L） 
 
□1 秒率(FEV1.0%) 
従来の限界値ではなく、70%未満が判定基準になり

ます。 
 
□%１秒量(%FEV1.0)※同上 
（予測式） 
男性：0.036×身長（cm）－0.028×年齢－1.178（L） 
女性：0.022×身長（cm）－0.022×年齢－0.005（L） 
 
□酸素分圧（PaO2） 
60 Torr 以下が判定基準になります。 
 
□肺胞気動脈血酸素分圧較差（AaDO2） 
従来の限界値が判定基準になります。 
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第 8次粉じん障害防止総合対策 

粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置 

第１ 趣旨  

事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則（昭和 54 年
労働省令第 18 号。以下「粉じん則」という。）及びじん肺法（昭和 35 年法律第 30 号）の各規定
に定める措置を講じなければならない。また、これらの措置はもとより、より防護係数の高い呼吸用
保護具の使用等、粉じんによる健康障害防止のための自主的取組を推進することが望まれる。  
「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」は、これら事業者が講じなければなら
ない措置等のうち事業者が特に実施すべき事項及び当該事項の実施を推進するために必要な措置を
とりまとめたものである。なお、近年実施した調査結果等を踏まえ、屋外におけるアーク溶接作業及
び岩石等の裁断等作業においては、当該作業における粉じん障害防止対策を強化するため、粉じん則
及びじん肺法施行規則（昭和 35 年労働省令第６号）が改正され、平成 24 年４月に施行されたこ
と、金属等の研磨作業は、じん肺新規有所見労働者の占める割合が高いこと、ずい道等建設工事にお
いては、当該建設工事における粉じん障害防止対策を引き続き推進する必要があること、また、離職
時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を引き続き推進する必要があること等か
ら、第８次粉じん障害防止総合対策においては、「アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業」、「金属等
の研磨作業」、「ずい道等建設工事」及び「離職後の健康管理」を重点事項として、これら事項におい
て事業者が重点的に講ずべき措置について記述している。

  
第２ 具体的実施事項  

１ アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策 

 （１）改正粉じん則及び改正じん肺法施行規則の内容に基づく措置の徹底 
 事業者は、粉じん則の改正（平成 24 年４月１日施行）により、屋外での金属をアーク溶接する

作業が、粉じん則第 23 条（休憩設備）の規定の適用を受けることとなったので、この措置を確実
に講じること。 
併せて、じん肺法施行規則の改正（平成 24 年４月１日施行）により、金属をアーク溶接する作

業について、屋外でのみ行う者やその大半が屋外であり屋内での作業に常時性が認められない者に
対しても、じん肺法に定める健康診断を実施し、また、これらの者に関する、じん肺法施行規則第 
37 条に定める健康管理実施状況報告を提出する必要があるので、これらの措置を確実に講じること。  
また、事業者は、アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業が、じん肺にかかるおそれがある「粉じ

ん作業」であることを認識するとともに、労働者に対し、当該作業が粉じん作業であり、当該作業
に従事する労働者は有効な呼吸用保護具を使用する必要があること等の周知徹底を図るため、その
要旨を記したものを、アーク溶接等の作業場の見やすい場所への掲示、粉じん障害防止総合対策推
進強化月間及び粉じん対策の日を活用した普及啓発等を実施すること。  
なお、当該事項の周知徹底については、衛生委員会等も活用すること。  

（２）局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の普及を通じた作業環境の改善 
 事業者は、屋内でアーク溶接作業を行う場合、粉じん則第５条に基づき、

全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければな
らないこと。この措置に当たっては、より効果的に粉じんの発散防止を図る
ため、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、ヒューム吸引トーチ等が望
ましいため、その使用を推進すること。  

 （３）呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進  
事業者は、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるため、次の措置を講じること。  
ア 保護具着用管理責任者の選任  

作業場ごとに、「保護具着用管理責任者」を、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者等労
働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任すること。  
イ 呼吸用保護具の適正な選択、使用及び保守管理の推進  

平成 17 年２月７日付け基発第 0207006 号「防じんマスクの選択、使用等について」に基づき、
「保護具着用管理責任者」に対し、次の適正な選択、使用及び保守管理を行わせること。 
① 呼吸用保護具の適正な選択、使用、顔面への密着性の確認等に関する指導  
② 呼吸用保護具の保守管理及び廃棄  
③ 呼吸用保護具のフィルタの交換の基準を定め、フィルタの交換日等を記録する台帳を整備する

こと等フィルタの交換の管理  
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ウ 電動ファン付き呼吸用保護具の使用について  
 電動ファン付き呼吸用保護具は、防じんマスクと比べて、一般的に防護係数が高く労働者の健

康障害防止の観点からより有用であることから、その着用が義務付けられている特定の作業以外
の作業においても、その防護係数等の性能を確認した上で、これを着用することが望ましいため、
その着用を推進すること。  

（４）健康管理対策の推進  
ア じん肺健康診断の実施の徹底  

事業者は、じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施し、毎年じん肺
健康管理実施状況報告を提出すること。また、事業者は、じん肺健康診
断の結果に応じて、当該事業場における労働者の実情等を勘案しつつ、
粉じんばく露の低減措置又は粉じん作業以外の作業への転換措置を行
うこと。  

イ じん肺有所見労働者に対する健康管理教育等の推進 
事業者は、じん肺有所見労働者のじん肺の増悪の防止を図るため、産

業医等による継続的な保健指導を実施するとともに、「じん肺有所見者
に対する健康管理教育のためのガイドライン」に基づく健康管理教育を
推進すること。  
さらに、じん肺有所見労働者は、喫煙が加わると肺がんの発生リスクがより一層上昇するこ

と、一方、禁煙により発生リスクの低下が期待できることから、事業者は、じん肺有所見労働
者に対する肺がんに関する検査の実施及びじん肺有所見労働者に対する積極的な禁煙の働き
かけを行うこと。  

 （５）じん肺に関する予防及び健康管理のための教育の徹底  
事業者は、アーク溶接作業に常時従事する労働者に対して、じん肺法第６条に基づき、じん肺に

関する予防及び健康管理のために必要な教育を実施しなければならないこと。この教育は、粉じん
則第 22 条に定める特別教育の科目に準じて実施すること。  

２ 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策  

（１）特定粉じん発生源に対する措置の徹底等  
事業者は、金属等の研磨作業に係る特定粉じん発生源（粉じん

則別表第２に掲げる箇所をいう。以下同じ。）については、局所
排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置の措置等を講じる
とともに、粉じん則第 10 条に基づき、除じん装置を設置するこ
と。  

 （２）特定粉じん発生源以外の粉じん作業に係る局所排気装置等の普及を通じた作業環境の改善  
事業者は、屋内で手持式又は可搬式動力工具を用いて金属等の研磨作業を行う場合には、第２の

１の（２）と同様の措置が望ましいため、その実施を図ること。  

 （３）局所排気装置等の適正な稼働並びに検査及び点検の実施  
ア 局所排気装置等における検査・点検責任者の選任  

事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置のそれぞれの設備ごとに、
局所排気装置等の定期自主検査者講習を修了した者から「検査・点検責任者」を選任すること。  

イ 局所排気装置等の検査及び点検の実施  
事業者は、選任した「検査・点検責任者」に対し、局所排気装置、プッシュプル型換気装置

又は除じん装置について、定期自主検査及び点検を行わせるとともに、当該検査・点検の結果
に基づく補修等の必要な措置を講じること。  

（４）作業環境測定の実施及びその結果の評価に基づく措置の徹底  
事業者は、粉じん則第 26 条及び第 26 条の２に基づき、作業環境測定を実施するとともに、作

業環境評価基準（昭和 63 年労働省告示第 79 号）に基づき評価し、第３管理区分又は第２管理区
分に区分された作業場については、施設、設備、作業工程及び作業方法の点検を行い、その結果に
基づき、作業環境を改善するために必要な措置を講じること。  

（５）特別教育の徹底  
事業者は、特定粉じん作業（粉じん発生源が特定粉じん発生源である粉じん作業をいう。）に常時

従事する労働者に対し、粉じん則第 22 条に基づき、特別教育を実施すること。  
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 （６）呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進  
局所排気装置等の設置を要しない場合には、事業者は、第２の１の（３）と同様の措置を講じる

こと。  

 （７）たい積粉じん対策の推進  
ア たい積粉じん清掃責任者の選任  

事業者は、粉じん則第 24 条に基づく粉じん作業を行う場所の清掃を行う責任者として、「た
い積粉じん清掃責任者」を選任すること。  

イ たい積粉じん除去のための清掃の推進  
事業者は、選任した「たい積粉じん清掃責任者」の指揮の下で、毎日の清掃及び１月に１回以

上、定期に、たい積粉じん除去のための清掃を行わせること。  
（８）健康管理対策の推進  

事業者は、第２の１の（４）と同様の措置を講じること。  

３ ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策  

（１）ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく対策の徹底  
事業者は、平成 12 年 12 月 26 日付け基発第 768 号の２「ずい道等建設工事における粉じん

対策の推進について」において示された「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラ
イン」（以下「ガイドライン」という。）に基づくその措置を講じること。また、必要に応じ、建設
業労働災害防止協会の「新版ずい道等建設工事における換気技術指針」（平成 24 年３月）も参照
すること。  
特に、次の作業において、労働者に着用させなければならない呼吸用保護具は電動ファン付き呼

吸用保護具に限られることに留意すること。また、その使用に当たっては、粉じん作業中にファン
が有効に作動することが必要であるため、予備電池の用意や休憩室での充電設備の備え付け等を行
うこと。  
① 動力を用いて鉱物等を掘削する場所における作業  
② 動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業  
③ コンクリート等を吹き付ける場所における作業 なお、事業者は、

労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 88 条に基づく「ず
い道等の建設等の仕事」に係る計画の届出を厚生労働大臣又は労働
基準監督署長に提出する場合には、ガイドライン内記載の「粉じん
対策に係る計画」を添付すること。  

（２）健康管理対策の推進  
事業者は、第２の１の（４）と同様の措置を講じること。  

 （３）元方事業者の講ずべき措置の実施の徹底等  
元方事業者は、ガイドラインに基づき、粉じん対策に係る計画の調整、教育に対する指導及び援

助、清掃作業日の統一、関係請負人に対する技術上の指導等を行うこと。  

４ その他の粉じん作業又は業種に係る粉じん障害防止対策  

事業者は、その他の粉じん作業又は業種についても、作業環境測定の結果、新規有所見者の発生
数、職場巡視の結果等を踏まえ、上記の措置に準じて、粉じん障害防止対策を推進すること。  

５ 離職後の健康管理  

事業者は、粉じん作業に従事し、じん肺管理区分が管理２又は管理３の離職
予定者に対し、「離職するじん肺有所見者のためのガイドブック」（平成２３
年３月）（以下「ガイドブック」という。）を配付するとともに、ガイドブッ
ク等を活用し、離職予定者に健康管理手帳の交付申請の方法等について周知
すること。  

その際、特に、じん肺合併症予防の観点から、積極的な禁煙の働きかけを行
うこと。なお、定期的な健康管理の中で禁煙指導に役立てるため、粉じん作
業に係る健康管理手帳の様式に、喫煙歴の記入欄があることに留意すること。  

また、事業者は、粉じん作業に従事させたことがある労働者が、離職により事業者の管理から離
れるに当たり、雇用期間内に受けた最終のじん肺健康診断結果証明書の写し等、健康管理に必要な
書類をとりまとめ、求めに応じて労働者に提供すること。 
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